
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

医
療
費
通
知

◉
医
療
費
通
知

広
域
連
合
で
は
被
保
険
者
の
皆
さ

ん
の
医
療
費
総
額
な
ど
に
つ
い
て
お

知
ら
せ
す
る
「
医
療
費
通
知
」
を
、

対
象
期
間
に
医
療
機
関
な
ど
を
受
診

し
た
す
べ
て
の
被
保
険
者
の
皆
さ
ん

へ
送
付
し
ま
す
。

発
送
月
は
、
９
月
と
３
月
の
年
２

回
で
す
。

▼
医
療
費
通
知
の
活
用

	・	

医
療
費
の
推
移
が
一
目
で
わ
か
る

た
め
、
自
身
の
健
康
状
態
の
把
握

や
健
康
管
理
に
活
用
で
き
ま
す
。

・
健
康
診
査
な
ど
、
皆
さ
ん
の
健
康

増
進
に
役
立
つ
情
報
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

	・	

診
療
日
数
な
ど
に
間
違
い
が
な
い

か
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

◉
医
療
費
控
除
の
申
告

こ
の
お
知
ら
せ
は
、
医
療
費
控
除

の
申
告
手
続
で
医
療
費
の
明
細
書
と

し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

医
療
費
控
除
の
申
告
に
関
す
る
こ

と
は
、
税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

介
護
保
険
要
介
護
認
定
高
齢
者

障
害
者
控
除

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
証
明
書

◉
注
意
事
項

医
療
機
関
な
ど
の
請
求
遅
れ
や
請

求
内
容
を
審
査
中
の
も
の
な
ど
一
部

の
受
診
記
録
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

自
己
負
担
額
は
、
市
町
村
な
ど
か

ら
医
療
費
助
成
を
受
け
て
い
る
な

ど
、
記
載
さ
れ
て
い
る
金
額
と
実
際

に
窓
口
で
支
払
っ
た
金
額
が
異
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
お
知
ら
せ
は
、
皆
さ
ん
の
受
診

状
況
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
す
る
も
の

で
あ
り
、
請
求
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
特
に
手
続
き
な
ど
行
っ
て

い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◉
発
送
月
・
対
象
診
療
月

30
年
９
月
下
旬
発
送

→

30
年
1
～
６
月
診
療
分

31
年
3
月
初
旬
発
送

→

30
年
7
～
12
月
診
療
分

◉
問
い
合
わ
せ

	・
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
１
１
‐
２
９
０
‐
５
６
０
１

	・
保
健
福
祉
課
保
険
給
付
係

☎
８
４
‐
２
０
２
３

介
護
保
険
制
度
で
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
高
齢
者
な
ど
が
、
所
得
税
や
住
民
税
の
申
告
の

際
に
、
税
の
控
除
を
受
け
る
た
め
の
認
定
書
、
証
明
書
を
申
請
に
よ
り
発
行
し
ま
す
。

障
害
者
手
帳
（
身
体
・
精
神
・
療
育
）
の

交
付
を
受
け
て
い
な
い
場
合
で
も
、
雄
武
町

で
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
65
歳
以
上
の

高
齢
者
で
、
次
の
対
象
者
に
は
、
認
定
書
を

発
行
し
ま
す
。

◉
対
象
者

▼
障
害
者
控
除

①
65
歳
以
上
で
要
介
護
者

②	

要
介
護
認
定
資
料
に
基
づ
く
障
害
高
齢
者

日
常
生
活
自
立
度
Ａ
も
し
く
は
Ｂ
ラ
ン
ク

に
該
当
ま
た
は
認
知
症
高
齢
者
等
日
常
自

立
度
Ⅳ
ラ
ン
ク
に
該
当
す
る
人

▼
特
別
障
害
者
控
除

①
65
歳
以
上
で
要
介
護
者

②		

要
介
護
認
定
資
料
に
基
づ
く
障
害
高
齢
者

日
常
生
活
自
立
度
Ｃ
ラ
ン
ク
に
該
当
ま
た

は
認
知
症
高
齢
者
等
日
常
自
立
度
Ｍ
ラ
ン

ク
に
該
当
す
る
人

障
害
者
控
除
対
象
認
定
書

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
で
、
町
が
発
行
す

る
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
証
明
書
に
よ
り
、
医
師

に
よ
る
治
療
を
受
け
る
た
め
必
要
な
費
用
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
医
療
費

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
証
明
書
は
、
医
師
が

作
成
す
る
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
を
お
持
ち
の

う
え
、
保
健
福
祉
課
保
険
給
付
係
で
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
こ
の
申
請
を
す
る
の
が
２
年

目
以
降
の
場
合
は
、「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
は
不

要
と
な
り
ま
す
。

◉
問
い
合
わ
せ

▼
認
定
書
、
証
明
書
の
発
行

保
健
福
祉
課
保
険
給
付
係

☎
８
４
‐
２
０
２
３

▼
税
の
控
除

税
財
管
理
課
課
税
係

☎
８
４
‐
２
１
２
１

◉
受
付
期
間

31
年
１
月
15
日
㈫
～
２
月
28
日
㈭

※
土
日
・
祝
日
を
除
く
。

※	

期
間
内
に
申
請
で
き
な
い
場
合
で
も

随
時
受
け
付
け
し
ま
す
。

◉
受
付
場
所

	・
建
設
水
道
課
土
木
管
理
係

	

建
設
工
事
、
設
計
、
測
量
、
土
木
建

設
機
械
器
具
な
ど

	・
税
財
管
理
課
管
財
係

物
品
購
入
、
賃
貸
借
な
ど

◉
提
出
書
類

	・	

建
設
工
事
、
設
計
、
測
量
、
土
木
建

一
様
式
（
建
設
工
事
は
総
合
評

定
値
《
Ｐ
点
》
が
記
載
さ
れ
て

い
る
も
の
）、
納
税
証
明
書
（
法

人
税
（
個
人
の
場
合
は
所
得
税
）、

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
・

市
町
村
税
）、
誓
約
書

	・
物
品
の
購
入
お
よ
び
賃
貸
借
な
ど

は
、
雄
武
町
様
式
ま
た
は
申
請

社
（
者
）
独
自
の
様
式
を
使
用

し
、
次
の
関
係
書
類
を
添
付
の

う
え
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※	

町
内
業
者
は
町
税
等
の
納
付
状
況

確
認
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

町
外
業
者
は
営
業
所
一
覧
表
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

建
設
工
事
等
競
争
入
札

参
加
資
格
審
査
申
請
の
受
付

◉
受
付
方
法

持
参
ま
た
は
郵
送

◉
資
格
有
効
期
間

平
成
31
年
度
か
ら
2
か
年
度

（
２
０
１
９
年
度
～
２
０
２
０
年
度
）

◉
問
い
合
わ
せ

	・
建
設
工
事
、
設
計
、
測
量
な
ど

建
設
水
道
課
土
木
管
理
係

	・
物
品
の
購
入
お
よ
び
賃
貸
借
な
ど

税
財
管
理
課
管
財
係

平
成
31
年
度
か
ら
2
か
年
度
（
２
０
１
９
年
度
～
２
０
２
０
年
度
）

に
お
い
て
町
が
発
注
す
る
建
設
工
事
、
業
務
委
託
ま
た
は
物
品
の
購
入
・

賃
貸
借
な
ど
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
場
合
は
、

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

区 分 法 人 個 人
商業登記簿謄本（写し可）
※３か月以内に発行したもの ○

納税証明書（写し可）（町税納税証明書） ○ ○

許認可等に関する証書の謄本（写し） ○ ○

誓約書（別紙１）暴力団員または暴力団関係
事業者に該当しないという趣旨の誓約書 ○ ○

	

設
機
械
器
具
な
ど
は
、
市
町
村
統


